
平成 22 年度行政評価制度の取り組みについて 

現在、町が実施している様々な事務事業に関して対象・手段・結果・効率に着眼して「妥当性」「有効性」「効率性」を分析しながら行政評価制度の運用を行っ

ています。本制度による評価は、行政内部（役場）のみの評価に留まることなく、内部評価後その評価結果を行政評価制度外部評価委員会（委員数 13 名）

でも評価を行い、それを経て最終評価（町長、副町長、教育長及び各所属長で構成される行政改革推進本部で評価を行う。）を実施しています。 

平成 20 年度に執行した事務事業の内、22 本の事務事業について外部評価を行った結果をふまえ、以下のとおり公表します。この結果をふまえて、平成 22

年度からの取り組む事務事業の見直しを行い、住民の皆様へ提供する行政サービスの向上に資するものであります。結果を以下のとおり関係資料を附して

公表します。 

 

行政評価外部評価委員会委員長報告書 

21 年度宇多津町行政評価事務事業総括表 

 

１ 携帯電話による行政情報掲載・発信事務※         

２ 自主防災組織の設立推進事業            

３ こめっせ宇多津施設管理事業※           

４ 花いっぱい運動推進事業  

５ 活力ある地域づくり事業※  

６ 産業資料館運営事業  

７ 町営住宅家賃管理等賦課徴収事務※  

８ 町道新設整備事業  

９ 狂犬病予防対策事業※  

10 クリーン作戦事業（環境美化対策事業）  

11 地域子育て支援拠点施設事業（センター型）※  

12 福祉タクシー事業  

13 国民健康保険税賦課徴収事務※  

14 虐待や消費者問題等高齢者人権確保事業※  

15 健康まつり事業  

16 上水道渇水対策時安定事業※  

17 学校給食運営事業※  

18 平成相聞歌事業  

19 小学校マスタープラン（知育）事業※  

20 中学校体育振興事業  

 

 

宇多津町では、行政改革の取り組みに関し、集中改革プラン・行政評価を公表することにより、町民のみなさまのご意見をいただき、今後の行財政運営に活

かして参りたいと考えています。ご意見・ご要望をお寄せください。 


